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保護者の皆様へ 

 

                                    富良野市教育委員会 

                                    教育長 近 内 栄 一 

 

北海道における「新型コロナウイルス感染症警戒レベルの更なる引上げ」に伴う本市教育活動への対応 

 

 初冬の候、日頃より富良野市教育行政に対し、ご理解とご協力を賜りますことにお礼申し上げます。 

さて、北海道においては、社会経済活動の再開に伴い新型コロナウイルスの感染者が増加していることから、

10月 28日警戒ステージを 2へ引上げる発表がありましたが、その後も拡大が続き、100人を超える状況が続

いていることから11月7日警戒ステージを3へ更に引き上げられました。 

そして、11月7日（土）から11月27日（金）まで、集中対策期間として、札幌市内及び道内全体における

お願いが出されたところです。 

本市においては、本日11月10日「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催し、北海道の警戒レベ

ル 3への引上げを真摯に受け止め、4月中旬以降、市民の皆様の協力をいただき、感染者が見られていないこ

とから、感染予防対策の更なる徹底を行い、社会経済活動を継続していくことを確認しました。 

しかし、道内感染者数は、札幌を中心に11月9日には200人となり、また、旭川市を含め道内各地で感染者

が増加傾向にあることから、本市においても、子どもの生命と安全を守る観点から、学校の行動レベルを２へ

引き上げることを決定しました。市内では感染者が見られていないことから、基本的な教育活動は変わりませ

んが、児童生徒、保護者の皆様、教職員等へ感染予防対策の更なる注意喚起を促すため、行動レベルを引き上

げたところであります。 

学校においては、感染リスクの高い教育活動については、慎重な対応をしなければなりませんが、感染予防

対策を徹底しながら、工夫した教育活動を実施してまいりますので、今後とも、保護者の皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。 

 

                       記 

◆教育活動について 

 全道及び上川の感染状況を鑑み、行動レベル２とし、更なる感染予防対策の徹底を行い、衛生管理マニュア

ルに基づき、感染リスクの高い合唱、調理実習、近距離でのグループワークなどの教育活動は慎重に進めてい

きます。 

 

◆マスクの着用・手洗い・手指消毒・うがいの励行及びインフルエンザ予防接種を奨励します。 

 

◆ご家庭へのお願いについて 

 ・児童生徒が発熱等の風邪症状がある場合は登校させないようお願いします。 

・その場合は、まずは、かかりつけ医へ、また、かかりつけ医が居られない場合は、 

北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター（0800-222-0018）へご相談ください。 

・同居家族（兄弟姉妹を含む）においても、毎日の健康状態を確認し、健康観察カード（本日配付）への記

入をお願いします。同居家族の健康観察がない場合は、電話などで確認させていただきます。 

・同居家族に発熱等の風邪の症状が見られる場合は、児童生徒の登校は控えてください。出席停止の措置と

します。 その際 

① 同居家族が通院し、「風邪等」と診断されれば、登校可能となります。 

② 同居家族が病院に行かなくても、風邪症状等が完全に改善した場合は、登校可能となります。 

・健康観察カードの確認を、登校時、玄関で行います。速やかに健康観察を行うために、必ず毎日家庭で記

入して提出するようお願いします。 

 

◆新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について（再掲） 

保護者の皆様には、言われなき人権侵害の発生を防ぐために、不確かな情報に翻弄されることなく、正し

い情報に基づいた冷静な行動、また、子どもたちへは、他の人への思いやりを育むご指導をお願いします。 



＜参考・北海道からのお願い＞ 

 


